
 
京都市雨水浸透ます設置助成金交付要綱 

 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、総合的な治水対策を促進するため、雨水浸透ますを設置するものに対

し、雨水浸透ます設置助成金（以下「助成金」という。）を交付することに関し、京都市

補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及び京都市補助金等の交付等に

関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
（用語の定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 
⑴ 雨水浸透ます 敷地内に降った雨を雨どいから集水し、側面及び底面の孔から地中に

浸透させる機能を有する施設をいう。 
⑵ 設置工事 雨水浸透ますを新規に設置する工事をいう。 

⑶ 取替工事 既設の雨水ますを雨水浸透ますに取り替える工事をいう。 

⑷ 付帯工事 取替工事の実施に伴い必要が生じた舗装の撤去、復旧等の工事をいう。 
⑸ 開発行為 都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為をいう。 

（雨水浸透ますの構造及び設置） 
第３条 雨水浸透ますの構造及び設置の技術上の基準については、京都市雨水浸透ます設置

基準による。 
２ この要綱による助成の対象となる設置工事及び取替工事は、京都市指定下水道工事業者

により行うものとする。ただし、開発行為における設置工事についてはこの限りではない。 
（交付の対象） 
第４条 助成金は、本市における公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の事業計

画区域内において、建築物等に雨水浸透ます（次の各号に掲げるものを除く。）を設置し

たものに対して交付する。 
⑴ 国及び他の地方公共団体が設置する雨水浸透ます 
⑵ 展示の用に供するために設置する雨水浸透ます 
⑶ 既に助成金の交付の対象となった雨水浸透ます 
⑷ その他京都市公営企業管理者上下水道局長（以下「管理者」という。）が助成金を交

付することが適当でないと認める雨水浸透ます 
２ 助成の対象とする雨水浸透ますは、一の建築物等につき４基までとする。 
（助成金の額） 
第５条 助成金の額は、次の各号に掲げる額とする。 
 ⑴ 設置工事を行う場合 

１基当たり２５，０００円 
 ⑵ 取替工事を行う場合 

取替工事に要する費用の額（１基当たり７０，０００円を限度とする。）及び 
付帯工事に要する費用の額（１基当たり３０，０００円を限度とする。） 

２ 前項の規定による助成金の額に、１００円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。 
（事前協議） 



第６条 条例第９条の規定による申請（以下「交付申請」という。）を行おうとするもの（以

下「申請予定者」という。）は、設置工事又は取替工事を実施する前に管理者と協議しな

ければならない。 
２ 申請予定者は前項の協議を行うときは、次の各号に掲げる書類を提出しなければならな

い。 
 ⑴ 位置図 
 ⑵ 平面図 
 ⑶ 雨水浸透ますの構造図又はカタログの写し 
 ⑷ その他管理者が必要と認める書類 
３ 管理者は、第１項の協議を終えたときは、技術協議済書により申請予定者に通知するも

のとする。 
（交付申請） 
第７条 交付申請は、前条に定める事前協議を行ったうえで、雨水浸透ますを設置した日か

ら起算して１年以内に京都市雨水浸透ます設置助成金交付申請書（第１号様式。以下「申

請書」という。）により行うものとする。 
２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 
⑴ 技術協議済書の写し 
⑵ 申請者名と設置場所が確認できるもの（申請日前３箇月以内に取得したものに限る。） 

 ⑶ 申請者以外の者が雨水浸透ますを設置する土地を所有している場合は、その者が当該

土地を所有していることを確認できるもの（申請日前３箇月以内に取得したものに限

る。） 
⑷ 設置工事又は取替工事の過程が確認できる写真 
⑸ 付帯工事の過程が確認できる写真 
⑹ 設置工事又は取替工事に要した費用が確認できるもの 
⑺ 付帯工事に要した費用が確認できるもの 
⑻ 排水設備工事確認申請書の写し（開発行為における設置工事は除く。） 
⑼ その他管理者が必要と認める書類 

３ 前項第３号に規定する場合においては、雨水浸透ますの設置について、当該土地の所有

者から同意を得なければならない。 
（標準処理期間） 
第８条 管理者は、交付申請があったときは、申請書が事務所に到達した日から起算して２

０日以内に、条例第１０条の決定を行うものとする。 
（交付の決定の通知） 
第９条 条例第１２条第１項に規定する通知は、京都市雨水浸透ます設置助成金交付決定通

知書（第２号様式）によって、同条第２項に規定する通知は、京都市雨水浸透ます設置助

成金不交付決定通知書（第３号様式）によって行う。 
（交付請求） 
第１０条 条例第１０条に規定する通知を受けたものは、速やかに京都市雨水浸透ます設置

助成金交付請求書（第４号様式）を管理者に提出するものとする。 
（雨水浸透ますの維持管理） 
第１１条 雨水浸透ますが設置された建築物等を管理する責任を負うものは、雨水浸透ます



の機能を維持するために必要となる点検、補修、清掃等の維持管理を行わなければならな

い。 
 
（補則） 
第１２条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、管理者が定め

る。 
 

附 則 
この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
  附 則 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
  附 則 
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間、これを使用すること

ができる。 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間、これを使用すること

ができる。 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間、これを使用すること

ができる。



第１号様式（第７条関係） 

 
京都市雨水浸透ます設置助成金制度交付申請書 

 

    年  月  日 
（あて先）京都市公営企業管理者上下水道局長 

 
                申請者 住 所 
                    氏 名 

電 話 

 
 雨水浸透ます設置に要する費用について助成金の交付を受けたいので、京都市補助金等の

交付等に関する条例第９条の規定により、関係書類を添えて、下記のとおり申請します。 
 また、助成金の交付を受けるに当たっては、下記誓約事項のとおり誓約します。 

記 
１ 事前技術協議について 
  事前技術協議済日      年   月   日 事前技術協議整理番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
２ 雨水浸透ますの設置工事内容 
 ⑴ 設置工事内容 別紙「雨水浸透ます設置工事内容詳細」のとおり 
 ⑵ 工事の区分 □新たに設置 □雨水ますからの取り替え 
 ⑶ 建物の形態 □自宅 □工場・事務所・店舗 □借家・アパート □その他（    ） 
 ⑷ 設 置 場 所 □申請者の住所と同じ 
         □それ以外（    区                     ） 
＊申請者と土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者の同意が必要です。 

上記の設置場所に雨水浸透ますを設置することを同意します。 
土地所有者 住 所 

氏 名 

 
誓約事項 

 
１ 雨水浸透ますの設置目的に沿った機能を維持するために必要となる点検、補修、清掃等

の維持管理を行い、それに要する費用を負担します。 

 
２ 雨水浸透ますの設置又は管理に起因して、自己又は第三者に損害が生じたときは、自ら

の責任において復旧、解決します。 



（別紙） 
 

雨水浸透ます設置工事内容詳細【新たに設置する場合】 

事前技術協議 

整 理 番 号  

口  径 

（mm） 

設置基数 

（基） 

１ 基 あ た り の 

設置費用（円） 

１ 基 あ た り の 

助成金額（円） 

助 成 金 額 の 

 小 計 （ 円 ） 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合  計     

 

※欄が不足する場合は、用紙を追加してください。 

 



（別紙） 

 
雨水浸透ます設置工事内容詳細【雨水ますからの取り替えの場合】 

事前技術協議 

整理番号 

口径 

（mm） 

設置基数 

（基） 

設 置 工 事 付 帯 工 事 
助成金額の 

小計（円） 
費 用 

（ 円 ） 

助 成 金 額 

（ 円 ） 

費 用 

（ 円 ） 

助 成 金 額 

（ 円 ） 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合  計       

 

※欄が不足する場合は、用紙を追加してください。 



第２号様式（第９条関係） 
 

 

京都市雨水浸透ます設置助成金交付決定通知書 
京都市指令   第  号 

 
                様 

 
   年   月   日 

住所 

 
 
 

 
京都市公営企業管理者上下水道局長 

                 印 

 
 

 

      年  月  日付けで申請のあった京都市雨水浸透ます設置助成金につい

て、京都市補助金等の交付等に関する条例第１０条□第１項・□第２項の規定により、交

付することを決定しましたので、同条例第１２条第１項の規定により通知します。 
 助成金の交付に当たっては、京都市雨水浸透ます設置助成金交付請求書（第４号様式）

の提出が必要となりますので、速やかに提出してください。 

 
設 置 工 事 内 容  

 

☐ 雨水浸透ますを新たに設置する工事 
☐ 雨水ますからの取り替え工事 
☐ 取り替え時に発生した附帯工事 

 
設 置 場 所  

 
 

 
設 置 基 数  

 
 

 
交 付 金 の 額  

 

 
  金             円 

 
担 当 部 署  

 

  
             電話    －     

 

 



第３号様式（第９条関係） 

 
 

京都市雨水浸透ます設置助成金不交付決定通知書 
京都市指令   第  号 

 
               様 

 
      年   月   日 

住所               

                 
                 
 

 
京都市公営企業管理者上下水道局長 

                 印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった京都市雨水浸透ます設置助成金について、

京都市補助金等の交付等に関する条例第１０条第３項の規定により、交付しないことを決

定しましたので、同条例第１２条第２項の規定により通知します。 

 
交付しな い理由  

 

 

 
担 当 部 署  

 

 
 
           電話    －     

 
（教示） 
１ この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３か月以

内に、京都市公営企業管理者上下水道局長に対して審査請求をすることができます。ただ

し、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したとき

は、審査請求をすることができなくなります。 
２ また、この通知を受け取られた日（京都市公営企業管理者上下水道局長に審査請求をし

た場合は、当該審査請求に対する京都市公営企業管理者上下水道局長の裁決があったこと

を知った日）の翌日から起算して６か月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に

処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京

都市公営企業管理者上下水道局長となります。）。ただし、当該期間内であっても、この

決定があった日（京都市公営企業管理者上下水道局長に審査請求をした場合は、当該審査

請求に対する京都市公営企業管理者上下水道局長の裁決があった日）の翌日から起算して

１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。 



第４号様式（第１０条関係） 

 
 

京都市雨水浸透ます設置助成金交付請求書 

 
  年  月  日 

（あて先）京都市公営企業管理者上下水道局長 

 
                申請者 住 所 
                    氏 名 

電 話 

 
     年  月  日付けで通知のあった京都市雨水浸透ます設置助成金の交付を 

下記のとおり請求します。 

記 

設置場所    京都市   区 

 
交付請求金額       ， ００円 

 
振込指定口座  *申請者と同一名義のものに限ります。 

 

金 融 機 関 名          銀行・信用金庫       本店・支店 

預 金 種 目   １．普通   ２．当座 

口 座 番 号  

受

取

人 

ふりがな  

氏 名  

住 所  

電 話  

 

 


